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支援メニュー

東京都介護職員キャリアパス導入促進事業

キャリアパス導入促進事業費補助

導
入
期
間

専門人材育成・定着促進助成

導
入
後

専門人材の
育成・定着

キャリアパスの
仕組み構築

◇ 介護事業者のキャリアパス導入の段階に応じたメニューを用意

<導入後の取組の評価（離職率が改善等した事業所に一定額を補助）>

<導入促進に係る経費について補助（原則３年間。最大５年間まで延長）>

キ

ャ

リ

ア

パ

ス

○「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」を活用し、介護職員の育成・定着を図る介護事業者に対する補助制度です。
○本事業の新規受付は、令和３年度をもって終了いたします。

事業の概要

※

令
和
３
年
度
で

新
規
受
付
終
了

東京都では令和３年度から、キャリア段位制度の活用に限定しない、新たな補助制度「人材育成促進支援事業」を開
始します。「介護職員キャリアパス導入促進事業」と「人材育成促進支援事業」の関連性や、交付申請に当たっての注意
事項は、１２ｐをご覧ください。

◆注意◆
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各支援メニューの詳細について（他資料の案内）

内容 資料

介護プロフェッショナルキャリア段位制度
について

⚫ 資料２「キャリアパスの構築と介護キャリア段位制度」
（一般社団法人シルバーサービス振興会）

キャリアパス導入促進事業費補助及び
専門人材育成・定着促進助成
について

⚫ 資料３「令和３年度 東京都介護職員キャリアパス導入促進事
業費補助金の申請手続き等について」（東京都介護保険課）

⚫ 資料４「令和３年度 東京都介護職員キャリアパス導入促進事
業費補助金の手引」（東京都介護保険課）

本資料では、東京都介護職員キャリアパス導入促進事業の概要をご説明します。
各支援メニュー等の詳細は、以下の資料をご確認ください。
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東京都介護職員キャリアパス導入促進事業 対象事業所

＜対象となる介護サービス事業の一覧＞

サービスの種類 サービスの種類

訪問介護 看護小規模多機能型居宅介護

訪問入浴介護 認知症対応型共同生活介護

通所介護 認知症対応型通所介護

短期入所生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護

短期入所療養介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

通所リハビリテーション 地域密着型通所介護

特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護老人保健施設サービス

夜間対応型訪問介護 介護医療院サービス

小規模多機能型居宅介護 介護療養施設サービス

（注１）都内に所在する事業所とする。
（注２）国又は地方公共団体が設置する事業所（指定管理者が管理するものを含む）は除く。
（注３）介護保険法第７２条の2の規定による共生型サービスは除く。
（注４）介護予防サービスも含む。
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実施スケジュール

スケジュールは今後変更になる可能性が
ありますので、ご了承ください。

キャリアパス導入促進事業費補助 専門人材育成・定着促進助成

事業計画書※
提出

５月１７日(月)から
７月３０日(金)まで

（なし）

内示 １０月下旬 （なし）

交付申請書※
提出

１月上旬まで
５月３１日(月)から
７月１５日(木)まで

交付決定 ３月中旬 ９月中旬

実績報告書※
提出

別途ご案内 （なし）

額の確定 令和４年５月中旬 （なし）

補助金の支払 令和４年５月下旬～６月上旬 ９月下旬

※書類の不備等がある場合は、公益財団法人東京都
福祉保健財団から、事業所に確認依頼をいたします。

○キャリアパス導入促進事業費補助は、額の確定後、補助金の支払
○専門人材育成・定着促進助成は、交付決定後、補助金の支払 4

アセッサー講習受講に係る経費については、令和２年度まで「アセッサー講習受講支援事業費補助」として別に補助を
行っていましたが、令和３年度においては「キャリアパス導入促進事業費補助」の中で申請することができます。



キャリアパス導入促進事業費補助

「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」を活用し、キャリアパスの導入に取り組む事業所に対して、補助金を支給

【事業内容】

対象経費

（１）キャリア段位制度によるレベル認定者への手当等経費
（２）キャリア段位制度によるアセッサー（評価者）への手当等経費
（３）キャリアパス導入体制づくり経費

※（１）のレベル認定者は、令和４年１月1日に、事業所に在籍している必要があります。
※ 令和３年度に初めて補助対象となるレベル認定者は、令和４年１月1日までに認定を受けている必要があります。
※（３）の経費は①レベル認定者申請手数料②代替職員等経費③人事制度、財務分析等経費④研修経費
※（３）は（１）及び（２）の経費がある場合に補助対象となります。

補助基準

（１）基準額
アとイを比較し、いずれか小さい方の額を基準額とする。
ア レベル認定者の人数に応じて設定された基準額
（例）レベル認定者１人の事業所の基準額 ５０万円 等

イ 補助金の交付を受けた初年度から令和２年度までの基準額の累計額を６００万円から引いた額

（２）上限額
ア １事業所当たり ２００万円
イ 対象経費のうちレベル認定者への手当等経費については、基準額に応じて上限額が設定。
（例）基準額５０万円の事業所のレベル認定者への手当等経費の上限額 ２４万円 等

補 助 率 10／10

補助要件
1 令和３年度内に、レベル認定者及びアセッサーへ手当相当額を支給していること。
2 原則として、補助金を受ける初年度に、都が実施する事業所の管理者等を対象とした人事管理等に関する
セミナーに参加すること。

補助対象
期間

原則として、補助金の交付を受けた初年度から起算して、3年間を上限。
ただし、上記補助期間内に新たにレベル認定者を輩出した場合は、最長で5年間まで延長。

【事業概要】
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補助対象経費

レベル認定者への手当等経費

対象経費項目

レベル認定者申請手数料

代替職員等経費

人事制度分析、財務分析等経費

（例）社会保険労務士への謝礼金、経
営コンサルタントへの謝礼金 等

研修経費
※キャリアパス導入等に資する研修が対象
（例）介護福祉士やケアマネの受験対策
講座、その他介護技術の向上に資するよう
な研修、アセッサー講習受講料（手引きの
Ｑ＆Ａ48を参照ください）

対象経費項目

レベル認定後（レベル認定証の
発行日以降）に支給した
レベル認定者への手当等

✓ レベル認定者への手当相当額
は、認定されたレベルに応じて、
事業所内で差を設けること。

✓ 設備整備費及び備品購入
費は対象外。
（例）パソコン購入費用 等

対象経費項目

アセッサー講習修了後に支給した
アセッサーへの手当等

✓ アセッサーへの手当相当額は、
レベル４認定者の手当相当
額と同等とすること。

アセッサーへの手当等経費 キャリアパス導入体制づくり経費

① ② ③

✓ 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に支給した経費が補助対象。
そのため、例えば、令和３年度３月分の手当を令和４年４月に支給した場合は、対象外となります
ので、ご注意ください。

【必須経費】 【必須経費】 【①及び②の経費がある場合に申請可】

✓ レベル認定者は、交付申請基
準日（令和４年１月１日現
在）に、事業所に在籍すること。
→補助受給初年度のレベル認定者は、
上記日までにレベル認定を受けている必要あり

✓ レベル２①以上のレベル認定
者が対象。レベル１、ユニット認
定者は対象外。

✓ レベル認定者と異なる事業所
に所属するアセッサーへの手当
等は対象外。

✓ 初年度に評価をしてレベル認
定者を輩出したアセッサーには、
次年度以降に評価をしなくて
も手当等支給は必須
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補助基準

事項 内容

補助
基準

（１） 基準額 アとイを比較し、いずれか小さい方の額を基準額とする。

（２）上限額
① 1事業所当たり上限額 200万円
② レベル認定者への手当等経費の上限額

事業所の基準額に応じて、上限額が設定されています。

事

業

所

基準額 上限額

50万円 24万円

100万円 48万円

150万円 72万円

200万円 96万円

事

業

所

レベル認定者（※）数 基準額

1人 50万円

2人 100万円

3人 150万円

4人以上※ 200万円

ア イ

※レベル2以下の者については、1事業所につき4人までとする。

✓ 上限額を超えての手当等支給の場合、
超えた金額については、対象外。

補助金の交付を受け
た初年度から令和２
年度までの実績報告
時の基準額の累計額

600万円 ー

7
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１事業所当たりの補助対象期間

① 補助金の交付を受けた初年度から起算して、3年間を上限とする。
② ただし、補助開始から2年目に新たにレベル認定者を輩出した場合は、4年間まで延長。

補助開始から3年目に新たにレベル認定者を輩出した場合は、5年間まで延長。

レベル認定者
（補助対象）

レベル認定
年度（例）

事業所の補助対象期間

1年目 2年目 3年目

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

Ａ氏 H30年度 (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目)

Ｂ氏 H30年度 (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目)

Ｃ氏 H30年度 (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目)

補助対象人数 3人（A.B.C) 3人（A.B.C) 3人（A.B.C)
３年間（Ａ,Ｂ,Ｃ）

レベル認定者
（補助対象）

レベル認定
年度（例）

事業所の補助対象期間

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

平成２9年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

Ｄ氏 H29年度 (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目) (×) (×)

Ｅ氏 H29年度 (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目) (×) (×)

Ｆ氏 H30年度 (×) (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目) (×)

Ｇ氏 R1年度 (×) (×) (補助対象１年目) (補助対象２年目) (補助対象３年目)

補助対象人数 2人（Ｄ.E） 3人（D.E.F） 4人（D.E.F.G) 2人（F.G) 1人（G）

①初年度から起算して、３年間（２年目、３年目に新たにレベル認定者を輩出していない。）

②初年度から起算して、最長で５年間まで延長（２年目にＦ氏を新たに輩出、３年目にＧ氏を新たに輩出）

３年間（Ｄ,Ｅ）
３年間（Ｆ）

３年間（Ｇ）
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基準額 対象経費 レベル認定者への手当
等経費

アセッサーへの
手当等経費

キャリアパス導入
体制づくり経費

ア レベル認定者数３人 １５０万円
イ ６００万円から１００万円を引い
た額 ５００万円
→アとイを比較して小さいほうが基準額

⇒ア １５０万円

１６０万円 ３６万円
（内訳）

Ａ氏：６万円
Ｂ氏 １２万円
Ｃ氏：１８万円

２４万円 １００万円

比較して小さい方が補助交付額

基準額１５０万円の事業所の場合は、レベル認
定者への手当等経費の上限額７２万円とする。

レベル２以下の者については、１事業所につき４
人までとする。

認定されたレベルに応じて、事業所内で差を設
けていること。

アセッサーへの手当相当額は、レベル認定者４
の手当相当額と同等とすること。

事 例

次の事例では、令和３年度における補助交付額は１５０万円となります。
〇令和３年度が補助２年目。補助１年目の令和２年度基準額は、１００万円

レベル認定者 アセッサー

レベル
（キャリア段位制度において設定された基準）

2① 2② 3 4
（月額）
2万円
（年間）
２４万円

Ｃ氏

支給額
（事業所内で設定した額）

（月額）0.5万円
（年間）６万円

（月額）1万円
（年間）１２万円

（月額）1.5万円
（年間）１８万円

（月額）2万円
（年間）２４万円

令和２年度のレベル認定者 （該当者無） Ａ氏 Ｂ氏 （該当者無）

令和３年度のレベル認定者 Ｄ氏（新規） Ａ氏 Ｂ氏 （該当者無）

確認事項

１５０万円
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専門人材育成・定着促進助成

①受給した初年度が、平成３０年度の事業所の場合

キャリアパス導入促進事業費補助を受給した初年度から３年間（※1）継続して受給している事業所において、離職率

が改善等した場合に、一定額を補助 ※1：平成３０年度～令和２年度

②受給した初年度が平成２９年度の事業所の場合

令和２年度に専門人材育成・定着促進助成を受給した事業所において、離職率が改善等した場合に、一定額を補助

【事業内容】

事 項
内容

事業内容①の場合 事業内容②の場合

補助基準
レベル認定者数（※2）
・2人以下 90万円 ・3人以上 180万円

レベル認定者数（※2）
・2人以下 110万円 ・3人以上 220万円

補助率 10／10

補助要件 ア キャリアパス導入促進事業費補助を受給した初年度から3年間
継続して受給していること。ただし、初年度は平成３０年度。
イ 上記アの初年度から起算して2年目と3年目の平均離職率が、
キャリアパス導入促進事業費補助導入前2年間の平均離職率
より低下していること。
ウ 上記アの初年度から起算して2年目と3年目の平均離職率が、
30％以下になること。

ア 令和２年度東京都介護職員キャリアパス導入促進
事業費補助金（専門人材育成・定着促進助成）
交付要綱（令和2年3月31日付31福保高介第
2301号）に基づき補助金を受給していること。
イ 令和２年度の離職率が、令和元年度の離職率の
以下になること。

※2：キャリアパス導入促進事業費補助を受給した初年度から起算して、3年目に補助対象になった認定者数

事業内容①の場合：令和２年度のキャリアパス導入促進事業費補助の補助対象となったレベル認定者数

事業内容②の場合：令和元年度のキャリアパス導入促進事業費補助の補助対象となったレベル認定者数

事業所がキャリアパス導入促進事業費補助を初めて受給した年度等に応じて、事業内容が異なります。

10

【事業概要】



２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度

キャリアパス導入促進事業費補助を３年間連続して受給

離職率
２０％

離職率
１８％

離職率
１６％

離職率
１２％

平均離職率
１９％

平均離職率
１４％

＜

Ｂが３０％以下となること

補助
交付額

令和２年度のキャリアパス導入促進事業費補助の補助対象となったレベル認定者数に応じて支給

・２人以下 ９０万円 ・３人以上 １８０万円

①キャリアパス導入促進事業費補助を受給した初年度から起算して3年間継続して受給していること。ただし、初年度は平成30年度とする。
②キャリアパス導入促進事業費補助を受給した初年度から起算して2年目と3年目の平均離職率が、キャリアパス導入促進事業費
補助導入前2年間の平均離職率より低下していること。

③キャリアパス導入促進事業費補助を受給した初年度から起算して2年目と3年目の平均離職率が、30％以下になること。

２年度

2年目 3年目

Ａ Ｂ

ＢがＡよりも低下していること

導入前2年間

補助要件
②

補助要件
③

事 例 （事業内容①の場合）

1年目

補助要件
①
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注意 本事業と「人材育成促進支援事業」との比較について

人材育成促進支援事業 介護職員キャリアパス導入促進事業

目的
生産性向上を推進する取組の一環として、人材育
成の仕組みづくりに取り組む事業者を支援

「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」を活用し、
介護職員の育成・定着を図る介護事業者を支援

対象経費 ※レベル認定者、アセッサーへの
手当等経費は補助対象外

（１）コンサルティング経費
（２）研修受講及び資格取得経費
（３）代替職員経費

（１）キャリア段位制度によるレベル認定
者への手当等経費

（２）キャリア段位制度によるアセッサー
への手当等経費

（３）キャリアパス導入体制づくり経費

補助基準額 １事業所当たり35万円
１事業所あたり最大200万円
※レベル認定者の人数により異なる

補助対象期間
１事業所当たり１年間のみ
（申請は１回限り）

補助金の交付を受けた初年度から起算して３年間（最大５
年間まで延長可）

○対象経費が一部重複しますが、両方の補助金を申請することはできません。
○「介護職員キャリアパス導入促進事業」で（１）レベル認定者手当経費、（２）ア
セッサー手当経費のみを申請し、（３）キャリアパス導入体制づくり経費を申請し
なかった場合も、「人材育成促進支援事業」を申請することはできません。

◆注意◆

○「人材育成促進支援事業」は、生産性向上を推進する取組の一環として人材育成の仕組みづくりに取り組む事業者を支援す
るため、東京都が令和３年度から開始する新たな補助事業です。
○各事業所の実態に応じたキャリアパスの体制づくりを支援します。
○「介護職員キャリアパス導入促進事業」と一部補助対象経費が重複しますが、両方の補助金を申請することはできませんので、
ご注意ください。

「人材育成促進支援事業」 ※当該事業の詳細については別途、東京都福祉保健財団HPでご案内します



お問い合わせ先

■東京都介護職員キャリアパス導入促進事業に関すること、
補助金の申請等に関すること
・公益財団法人東京都福祉保健財団
福祉情報部 福祉人材対策室 介護現場改革担当
０３－３３４４－８５３２

■介護プロフェッショナルキャリア段位制度に関すること、
アセッサー講習会、被評価者認定の流れ等に関すること
・一般社団法人シルバーサービス振興会
https://careprofessional.org/careproweb/jsp/
お問い合わせはキャリア段位制度ホームページのお問い合わせ
フォームよりお願いします
TEL:03-3862-8061
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